
 

 

 

 

【基 本 理 念】 

～みずほを愛し みずほに誇りをもち  

みずほの未来を担う人づくり～ 
 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

１ こどもの思いに寄り添い学びの芽生えを育む幼児教育の推進 

・学びや生活を通じ、道徳・規範意識を醸成し基本的な生活習慣を育成します。 

・遊びや活動を通じ、豊かな感性と表現力（コミュニケーション）の向上を目指します。 

・個に応じた支援について保育士、幼稚園教諭の資質及び専門性の向上を図ります。 

・保育所、幼稚園と小学校との連携の充実を図ります。  

２ 一人ひとりの可能性を引き出す質の高い学校教育の推進 

・未来を拓く確かな学力、心豊かな人間性を育む心の教育の充実を図ります。 

・ダイバーシティ教育※３、インクルーシブ教育※４を通じ、多様性を尊重し共に生きる 

 力を育成します。 

・情報活用能力※５や英語によるコミュニケーション能力の育成の充実を図ります。 

・すべての児童、生徒のニーズに対応した健康教育と体力づくりの推進を図ります。 

３ 生涯にわたる豊かな学びを育む社会教育の推進 

・地域の歴史、文化、自然等の学びを通じて、ふるさと瑞穂への愛着と誇りを育成します。 

・一人ひとりの自己実現を図るため、「学習（文化）・スポーツ・奉仕」の多様な学びを提

供し、幸せな地域社会をつくります。 

・地域のつながりのなかで、こども応援サポーター活動などを通じこどもを見守り育てま

す。 

・家庭、学校、地域が一体となって社会教育活動の充実を図ります。  

瑞 穂 市 教 育 大 綱 

こどもから大人まで、誰ひとり取り残すことなく、楽しく学べる機会を創出す

るとともに、こどもたちの多様な考えや個性を尊重し、「こどもまんなか」の学べ

る環境を通じて、瑞穂市の未来を担う地域社会人※１を育成します。 

 生涯にわたる教育活動、社会活動に主体的に取り組み、ウェルビーイング※２の

向上を推進します。 
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資料①



 

※１地域社会人 
  岐阜県教育振興計画に掲げられている高い志とグローバルな視野をもって夢に挑戦し、家庭・地域・ 

職場で豊かな人間関係を築き地域社会の一員として考えて行動できる人 
 
※２ウェルビーイング 
  身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを指す概念。単に病気ではない、ということだけで 

なく、幸福感や満足感、生きがいといった要素も含んだ、持続的で良好な状態 
 
※３ダイバーシティ教育 

 年齢、性別、国籍、障害、宗教、価値観など、さまざまな違いを持つ人々を理解し、尊重する態度や 
行動を育む教育 

 

※４インクルーシブ教育 
国籍、人種、宗教、障害の有無などに関わらず、すべてのこどもたちが共に学び合う教育  

 
※５情報活用能力  

世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報や情報技術を適切に活用して、問題を 
 発見・解決したり、自分の考えを形成したりするために必要な資質・能力 
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１ 教育大綱策定の趣旨 

教育大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に基づき、市の

教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策を推進するため、瑞穂市総合教育会議にお

ける教育委員会との協議・調整を踏まえ、本市の教育行政の方針として、市長が定めるも

のです。 

瑞穂市教育大綱は、ＳＤＧｓ（*１）における目標４（教育）にある「質の高い教育をみ

んなに」を掲げ、本市に住まう市民、とりわけ子どもたちの教育における市の目指すべき

ビジョンとして策定いたしました。 

 

（＊1）ＳＤＧｓとは、教育、平和など持続可能な世界を実現するための１７のゴールを掲げ、 

１６９のターゲットから構成されており、地球上の誰一人として取り残さないことを誓い、国 

を挙げて積極的に取り組んでいくものです。本市においても、各種施策にこのＳＤＧｓ（持続 

可能な開発目標）を位置づけ、その実現に向けて積極的に推進していきます。 

 

 

２ 教育大綱策定の考え方 

瑞穂市教育大綱は、本市の教育委員会が令和８年度から令和１２年度を計画期間とし

ている第３期教育振興基本計画を推進するにあたって、その方向性を示すものとします。 

 

３ 教育大綱の期間 

実施期間は、令和８年度から令和１２年度の５年間とします。 

なお、本市の総合計画や国、県及び社会情勢の動向等を踏まえ、適宜改定するものと

します。 

 

 

 

瑞穂市教育大綱の概要 
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４ 教育大綱の推進体制 

瑞穂市教育大綱を実現するための具体的な施策については、上位計画である瑞穂市総

合計画の教育文化の計画を受けて、瑞穂市教育基本振興計画で示しています。 

教育大綱における３つの基本方針、そして、教育振興基本計画に基づき、それぞれ相互

連携を図りながら各施策を展開していきます。 

 

５ 教育大綱の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みずほの教育 

 

 

教育文化の計画 

瑞穂市教育大綱 

令和８年度-令和１２年度 

 

子どもの思いに寄り添い 

学びの芽生えを育む 

幼児教育の推進 

生涯にわたる豊かな学び

を育む社会教育の推進 

瑞穂市教育振興基本計画 
令和８年度-令和１２年度 

一人ひとりの可能性を引

き出す質の高い学校教育

の推進 

〇前期基本計画 (令和８年度～令和 12 年度) 

基本方針１ 

瑞穂市第 3 次総合計画（令和 8 年度～令和 17 年度） 

みずほの教育（毎年度更新） 

基本方針２ 基本方針３ 
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